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国民経済計算部会の審議状況について（報告） 



  

第６回国民経済計算部会（11 月 30 日開催）の議事の概要 

 

 

１ 新たな委員による最初の国民経済計算部会を開催した。 

 

２ 前回の部会から引き続き、本年４月に諮問された諮問第 16 号の審議を行った。 

 （諮問第 16 号の審議事項） 

  ① 平成 17 年基準改定に係る課題 

   ・固定資本減耗の時価評価や恒久棚卸法（ＰＩＭ）による推計の導入等ストック統計等の整備 

   ・ＦＩＳＩＭの導入 

   ・公的部門分類の見直し、財政統計整備 

② ０８ＳＮＡの導入 

③ 経済センサス－活動調査に関係する年次推計等の抜本的な見直し 

 

３ 議事の概要 

(1) 部会長代理として山本委員が指名された。 

 

(2) 内閣府から、これまでの審議状況について、説明があった。 

 

(3) ストック統計の整備について 

・ 内閣府及び髙木専門委員（前ストック専門委員会委員長）から、ストック統計の

整備について、９月に開催されたストック専門委員会の審議状況の説明があった。 

 

(4) 公的部門分類の見直しについて 

  ・ 内閣府から、９月に開催された財政・金融専門委員会の審議状況及びその結果を

踏まえた対応案について説明があった。 

・ 対応案については部会として了承された。なお、社会保障基金における「強制的

加入・負担」の要件を外す点は、国際機関の確認が取れた場合に変更することが了

承された。 

 

(5) 今後の審議の進め方について 

  ・ 17 年基準改定に係る課題における答申時期は、平成 22 年９月ごろの予定とする

ことが確認された。 

・ 部会として、「ストックワーキンググループ」の設置が了承され、深尾部会長から、

「ストックワーキンググループ」に属する委員や座長（髙木専門委員）が指名された。 

・ 深尾部会長から、まず諮問に伴う審議を優先すべきだが、部会メンバーで一次統

計の活用方策といった全般的な課題も検討する必要があるとの発言があった。 

 

(6) ＦＩＳＩＭについて 

  ・ 内閣府から、間接的に計測される金融仲介サービス（ＦＩＳＩＭ）の導入につい

て、説明があった。 

・ 次回の部会（来年１月中目途）において、今回の審議も踏まえ、国際動向や、対

象・範囲、実質化等の考え方について、内閣府から再度説明を求めた上で、部会と

して意見をとりまとめることとされた。 



 1

統計委員会 第６回国民経済計算部会 議事要旨 

 

１．日時  平成 21 年 11 月 30 日（月） 10:00～12:10 

 

２．場所  第４合同庁舎４階 共用第２特別会議室 

 

３．出席者 

（委員） 深尾部会長、首藤委員、山本委員、井出専門委員、伊藤専門委員、菅野専門委員、髙木専門

委員、中村専門委員、野村専門委員、藤井専門委員 

（審議協力者） チャールズ・ホリオカ大阪大学教授、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、日本銀行 

（内閣府、総務省政策統括官（統計基準担当）） 乾統計委員会担当室長、岩田経済社会総合研究所長、中

藤次長、私市総括政策研究官、豊田国民経済計算部長、長谷川企画調査課長、清水企画調査課政策企

画調査官、広田国民支出課長、中原分配所得課長、百瀬国民資産課長、會田総務省政策統括官（統計

基準担当）付統計企画管理官 

 

４．議事 

(1) 部会長代理の指名について 

(2) これまでの審議状況について 

(3) ストック統計の整備について 

(4) 公的部門分類の見直しについて 

(5) 今後の審議の進め方について 

(6) ＦＩＳＩＭについて 

(7) その他 

 

５．議事要旨 

(1) 部会長代理の指名について 

  深尾部会長より、部会長代理として山本委員が指名された。 

 

(2) これまでの審議状況について 

  内閣府から、これまでの審議状況について、説明があった。 

 

(3) ストック統計の整備について  

   内閣府及び髙木専門委員（前ストック専門委員会委員長）から、ストック統計の整備について、

９月に開催されたストック専門委員会の審議状況の報告があった。 

 

(4) 公的部門分類の見直しについて 

   内閣府から、公的部門分類の見直しについて、９月に開催された財政・金融専門委員会の審議状

況及びその結果を踏まえた対応案について説明があった。 
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対応案については部会として了承された。なお、社会保障基金における「強制的加入・負担」の

要件を外す点は、国際機関の確認が取れた場合に変更することが了承された。主な意見は以下のと

おり。 

○ 公的非金融や民間産業に格付けされていたものが一般政府に格付けされている場合もある。

これに伴い、一般政府が非市場生産者というこれまでの対応は、変更の可能性があり整理する

べきである。 

  ⇒ 引き続き検討する。 

○ 過去も、特殊会社の民営化に伴った格付けの変更により、社会資本ストック等のデータに断

層が発生し使いづらくなった。格付けが頻繁に変更になると不便であり留意してほしい。また、

変更に伴って、過去へのデータの遡及等を行ってほしい。 

  ⇒ 遡及については留意したい。格付けが頻繁に変更されないように、例えば、市場性の判

定は単年度ではなく複数年で考え、安定的になるように検討する予定。 

○ 特殊会社の民営化に伴って民間産業とされたものが、公的企業に分類される事例が多いが、

インパクトの大きいものもある。利用者に十分な説明をすべき。 

 

(5) 今後の審議の進め方について 

   内閣府から、今後の審議の進め方について、17 年基準改定に係る課題については平成 22 年９月

ごろに答申することなど説明があった。 

「ストックワーキンググループ」の設置について、説明があり、部会として了承された。 

深尾部会長から、「ストックワーキンググループ」に属する委員や座長について、指名された。 

   また、深尾部会長から、諮問に伴う審議について優先すべきだが、部会メンバーで一次統計の活

用方策といった全般的な課題も検討する必要があるとの発言があった。 

 

(6) ＦＩＳＩＭについて 

   内閣府から、間接的に計測される金融仲介サービス（ＦＩＳＩＭ）の導入について、説明があっ

た。次回の部会において、今回の審議も踏まえ、国際動向や、対象・範囲、実質化等の考え方につ

いて、内閣府から再度説明を求めた上で、部会として意見をとりまとめることとされた。 

   主な意見は以下のとおり。 

○ ＦＩＳＩＭをＧＤＰに反映させること自体は良いと思うが、ハイリスク・ハイリターンの活

動を行っている機関ほど、マージン率が高くなり、貸出の付加価値が高いということになるが

それでよいのか。また、対象商品を預金や貸出に限るとしているが、より広範な金融商品を含

めていた９３ＳＮＡと比べて考えとしては後退していないか。例えば、貸出を行っても、証券

化してしまうとＦＩＳＩＭでは反映できないといった問題があるのではないか。 

  ⇒ 国際的にも、信用リスクをＦＩＳＩＭにおいてどのように計測すべきかは議論のあると

ころである。なるべく信用リスクを除いた形でＦＩＳＩＭを計測するべきとの議論はある

が、各国ともそうした考えを導入する段階ではなく、わが国でも今回の案で導入すべきと

考える。 

○ ０８ＳＮＡではどのような議論が行われたか。 

  ⇒ 現状の国際的な議論において、預金や貸出の期間の違いに伴う利率差の問題や信用リス
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クの問題について議論のあるところであり、適切にフォローしていきたい。 

○ 参照利子率は、預金と貸出に着目する場合は、インターバンク市場のレートが一番いいので

はないか。 

ノンバンクについては、貸出だけをＦＩＳＩＭとして計上する必要性はあるのか。海外でも、

金融仲介サービスとしているのか。 

金融持ち株会社が主流になってきているが、グループ間取引をどのように扱っているのか。 

  ⇒ 海外では、インターバンク市場のレートを用いたり、今回の案のように金融機関間の資

金取引の残高と利子から計測したりしている。結局、調達利子率と運用利子率の間にどれ

がうまく収まるのかという観点も、参照利子率の選択に大きく影響していると思う。 

    ノンバンクについては、各国によって制度面の違いはあるものの、英国やカナダでも対

象としており、貸出サービスだけであってもＦＩＳＩＭの対象とすべきと思う。 

    グループ間取引については、ＦＩＳＩＭ産出機関同士ではＦＩＳＩＭが発生しない扱い

としており、可能な限り除外している。 

○ 国際基準（０８ＳＮＡ、ＥＵ基準等）自体には改善すべき課題があるとは思うが、国際比較

可能性を確保するため、わが国でも同基準に沿って、ＦＩＳＩＭの推計を行うべきである。 

○ 公的金融機関では、制度面から、民間のような市場サービスが成立せず、問題があるのは事

実だが、ＦＩＳＩＭの対象に含める方向で考えるべきである。 

○ 実質化に利用するＣＰＩについては、今般の原油高の状況では、輸入価格の上昇の影響があ

り、ＧＤＰデフレータとの違いが顕著になる。実質化の違いの影響をもう少し慎重に評価する

べきではないか。 

  ⇒ ＣＰＩ総合指数は、エネルギー価格の影響も含めカバーできる範囲が広く望ましいもの

と考えている。ＧＤＰ成長率にどの程度の違いがあるのかで評価しており、影響は小さい

と判断している。 

○ 本来、実質化については、金融サービスに係る活動の指標を用いるべきであるが、ＣＰＩで

実質化を行うのは最後の手段と考える 

○ ＦＩＳＩＭの導入における方向性に大きな異存はないが、国際基準ありきでは議論の意味が

ない。我が国として、どう考えるべきかということが必要。 

 

※ なお、本議事要旨は速記版のため、事後修正の可能性があります。 


